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Ⅱ．研究の概要と研究 1 年目の進捗状況  

横浜市立大学・大学院医学研究科・生殖生育病態医学 

宮城 悦子(研究代表者) 

１． 研究の背景 

少子化と妊婦の高齢化が進む中、妊婦健康診査(以下妊婦健診)に係る公費負担につい

ては、2013 年度より、安心・安全な出産のために必要とされる受診回数（14 回程度）

に係る検査費用について、地方財政措置が講じられている。また、2015年 4月より、妊

婦健診を子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業に位置付け、「妊

婦に対する健康診査についての望ましい基準」において、その実施時期、回数及び内容

等が定められている 1）。そのような状況の中で、母子の健康保持・増進を目的とした妊

婦健康診査の公的支援項目は増えているものの、その効果の集約的な検証は行われてい

ない現状がある。また、妊婦健診の実施主体である自治体（市区町村単位）によっては、

妊婦健診は行政サービスの一環として費用の補助券を配布し、検査項目や結果の記入欄

がある受診校方式を取っていない自治体も多々ある。一方で、受診券方式をとっている

一部の自治体では、妊婦健診結果のデータベース化による把握を試みているが、その結

果把握やそれに基づいた介入の必要性や、その効果の有無も不明である。 

また、厚生労働省から 2017 年 9 月に公開された「妊婦健康診査の公費負担の状況に

係る調査結果について」2）の概要において、妊婦健診の公費負担に関して、以下のよう

な報告がなされ、自治体ごとのばらつきが大きいことも明らかになっている。 

 公費負担額は調査対象の全国平均で、102,097円（2015年 4月は、99,927 円） 

 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741 市区町村のうち、検査項目が示された

受診券が交付される受診券方式の市区町村が 1,449（83.2％） 

 補助額のみ記載補助券方式が 292市区町村（16.8％） 

 受診券方式の 1,449 市区町村のうち、国が定める検査項目を全て実施する市区町

村は、1,088 市区町村（75.1％）（2015 年 4 月は、受診券方式の 1,472 市区町村

のうち、国が定める検査項目を全て実施する市区町村は、954市区町村（64.8%）） 

 受診券方式の 1,449 市区町村のうち、国が定める検査項目の中で、産婦人科診療

ガイドライン 3）において推奨レベルＡとされる検査項目を全て実施する市区町村

は、1,449市区町村（100.0％）（参考：2015年 4月は、受診券方式の 1,472 市区

町村のうち、国が定める検査項目の中で、産婦人科診療ガイドラインにおいて推

奨レベルＡとされる検査項目を全て実施する市区町村は、1,411市区町村（95.9%）） 

 妊婦に対する健康診査についての望ましい基準に示されている項目別、ガイドライン

の推奨 3）別の実施状況については、表１のように報告されている 2）。 
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表１．検査項目別の市町村における公費負担の実施状況（文献 2より引用） 

 

（注）「記載なし」とは、推奨されているが検査内容や回数が複数にわたるため、当該

検査項目全体の推奨レベルが記載されていないもの。血糖検査、血算検査、超音波検査

が該当する。 

※「推奨レベル｣とは、｢産婦人科診療ガイドライン－産科編｣における推奨レベル 

Ａ：（実施すること等が）強く勧められる 
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Ｂ：（実施すること等が）勧められる  

Ｃ：（実施すること等が）考慮される 

注）子宮頸がん検診は、現在使用している 2017年版ガイドライン 3）では、推奨Ｂ 

 

２． 研究の目的 

本研究は、母子の健康への影響が大きい感染性疾患として妊娠初期にスクリーニング

が行われる、B 型肝炎ウイルス(HBV)、C 型肝炎ウイルス(HCV)、風疹、梅毒、ヒト T 細

胞白血病ウイルス(HTLV-1)、子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス〔HPV〕の持続感染に

起因)に着目したものである。研究の中では、妊婦と医療施設双方の協力を得て、妊娠

初期のスクリーニング結果判明後の疾患予防や健康管理の実施状況とその効果を明ら

かにするための前向き観察研究を行う（妊娠中と出産後約 1年半の 2回の研究参加者と

医療機関調査）。さらに、妊婦健診のデータベース構築の有無の状況について、特に研

究分担者が関与している自治体のヒアリングを行う。その中で、妊婦健診結果のデータ

ベースを構築している自治体では、その方法および概要や利用状況について実地ヒアリ

ング行う。最終的には、妊婦健診データベース化が進んでいる地域と行われていない地

域で、上記 6疾患の様々な指標を比較し、妊婦健診データベースの必要性や効果を明ら

かにする。本研究の最終的な目標は、妊娠初期感染性疾患スクリーニング結果が妊娠中

から分娩後の母子の健康増進に及ぼす効果と、自治体の妊婦健診の結果把握や介入の必

要性、介入が必要な項目を明らかにすることである。 

 

３． 研究の方法 

妊婦コホート研究(概要は図 1 参照)においては、各々の疾患のスクリーニング検査陽

性頻度、精密検査結果、妊娠分娩経過と以下に示す項目も研究参加者と医療施設双方に

おいて調査する。 

妊婦の研究参加は、人を対象とする医学系研究に関する倫理員会の承認を受けた各医

療施設で文書による同意を取得すると。その後、研究の説明書とともに配布される研究

参加者番号が記載されたチラシの QRLコードを用いて、研究事務局にアクセスすること

で参加登録が完了する。後日、事務局より参加登録者に安全性の高い有料ウエッブアン

ケートサイトを Eメールにより通知し、研究参加者は各々の番号を入力しアンケートに

回答する。妊娠中は、初期スクリーニング検査の結果と疾患に対する知識や予防行動に

ついての情報を得る。また，出産後約 1年半後の調査では、下記の項目も調査する。 

 

 B 型 肝 炎：母子感染予防対策完遂率、子の定期予防接種状況 

 C 型 肝 炎：キャリア妊婦の出産後の内科的介入の有無 

 風 疹：低抗体価低値妊婦の感染予防行動と産褥期の風疹ワクチン接種状況、 

体価高値妊婦の分娩転機 
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 梅 毒：感染者増加についての認知、感染妊婦の治療介入 

 H T L V - 1：子の栄養方法選択 

 子宮頸がん：検診受診歴、HPVワクチン接種歴、スクリーニング陽性者の転機 

 

図１．妊婦コホート調査の流れ 

 

 

自治体における妊婦健診データベース調査では、先行調査 4)により本研究対象疾患

の異常所見も含めた結果をデータベース化して把握している可能性があり、本研究班

の研究分担者が勤務している医療施設がある自治体を中心として行っている。ヒアリ

ングでは、検査陽性率、データベース構築の方法とその利用、母児への介入状況を調

査し、本研究で特に注目すべきモデル地区を選定する。また、最終的にはモデル地区

と行政介入のない地区の妊婦コホート研究結果を比較し、行政が介入すべき項目とそ

の方法を明らかにした後、最終年度には妊婦健診結果の収集と活用の方法に関する施

策提言を行う。 

妊婦コホート研究と自治体ヒアリングの結果を統合した研究の概要を図 2 に示す。 
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図 2． 研究全体のフロー図（研究申請書より抜粋） 

 

４． 本研究により期待される効果 

母子の健康に重大な影響を及ぼす可能性があり、その予防対策が急務である６つの感

染性疾患について、妊婦健診初期検査として公費で実施されているスクリーニングとそ

の結果に基づく自治体の介入が、母子感染の予防と出産後の母子の長期の健康増進に果

たす役割が明らかになることが期待される。厚生労働行政に対しては、健診結果を把握

することで、スクリーニング陽性者の妊娠中～分娩後における母子健康促進のために介

入すべき内容を提示できる。また、自治体介入の有効性が示せれば、妊婦健診に関わる

データヘルスの推進にもつながる。さらに、研究結果を広く国民に告知することで、将

来的に挙児希望がある世代や妊娠中の女性とその家族に対して、感染性疾患についての

認知と感染予防行動を促す直接的な効果が期待できる。 

副次的効果として、妊婦健診結果をデータベース化する自治体が増えることに加え、

産婦人科診療ガイドライン産科編（日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会編）等に記

載されている本研究対象疾患の母子感染予防対策指針の遵守状況把握、遵守の促進、疾

病予防ワクチン接種率の向上、特に風疹ワクチン未接種の若年男女の任意接種促進など、

行政・医療側と一般市民双方の行動変容が期待できる。また、現在日本で若年者の罹患
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と死亡率の増加 5)が問題である子宮頸に対するがん検診では、最新の妊婦の子宮頸部細

胞診陽性率や前がん病変・子宮頸がんの発見率も明らかになり、継続的検診受診の動機

付けとなる。 

 

5．2018 年度(平成 30 年度)の研究の進捗 

(1) 妊婦コホート調査（研究参加妊婦リクルート，アンケート調査） 

2019 年 2 月 1 日現在、研究参加を表明している分娩取り扱い施設は 25 施設で、4 施

設が倫理委員会の承認待ちとなっている。同意取得妊婦は 1662 名、アンケート回答数

は 1534 名となっている。同意書提出したにもかかわらずアンケート回答をしていない

妊婦には、事務局より 2回はメールで連絡し回答を促すこととしている。 

妊婦コホート調査機関、参加者数（当初は 5,000名予定）見直しのためのプレリミナ

リーな回答の 1097 名回答時の簡易解析では、スクリーニング陽性頻度は下記の状況で

あった。 

 B型肝炎検査問題ありと言われた 5人（0.46％） 

 C型肝炎検査で問題ありと言われた 1人（0.09％） 

 風疹抗体で問題があると言われた 90人 (8.20%)抗体価が低いと言われ

た妊婦が多い 

 梅毒検査で問題ありと言われた 6人（0.55％） 

 HTLV-1抗体検査で問題あると言われた 4人（0.36％） 

 頸がん検診で問題あると言われた 13人（1.19％） 

 

(2) 地方自治体への妊婦健診データベース化に関するヒアリング結果 

 2018年度は，11自治体（5つの都道府県）の母子保健担当者に聞き取り調査を行った。 

概要は下の表2に示す。妊婦健診結果を把握しデータベース化している自治体において

も、縦割り行政の問題があり、子宮頸がん検診陽性者や肝炎の情報は他部署に引き継

がれてはいないことが判明した。また、県が統一した内容の母子健康手帳を使用し、

統一した件さを行っている道府県の中で、県全体で結果をデータベース化している自

治体があることも判明した（D県）。しかし、その自治体においても介入の内容や項目

は異なり、人口（出産数）が多い自治体ほど、医師などからの指示がない限り、健康

増進に関する介入は行えていない状況が判明した。 
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表2．地方自治体ヒアリングの概要 その１ 
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表2．地方自治体ヒアリングの概要 その2 
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